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前回の委員意見に対する事務局の考え方等 

 

○千葉県地球温暖化対策実行計画 

No ページ 意見（概要） 事務局の考え方 

１ ― 県民が、自分の行動が目標に対してどのく

らい貢献するのかといったことや、目標値

の意味がわかりやすいと、興味や関心が高

まると思うので、今後、啓発できるとよい。  

（佐々木部会長） 

・目標達成に向けた各主体別の取組では、

それぞれ主体における実践例を記載し、

省エネ行動に伴うCO2削減効果等を記載

しています。 

・今後、県民向けのガイドブックや動画な

どを作成する際には、例示を記載するな

ど、興味や関心が高まるよう工夫します。 

２ ― ・ボトムアップの住民参加より、トップダ

ウンのイノベーション中心の印象があ

る。 

・2050 年は人口が減少し、都市と郊外の

関係が変わってくるが、こうした時間軸

が前提とされていないように思う。 

・これらについて、バランスを取るとよ

い。           （近藤委員） 

・都市や郊外などの地域特性に応じた温暖

化対策を、市町村と連携して取り組んで

いきます。 

・なお、企業・団体等が取り組んでいる優

良事例は、冊子版においてコラムとして

掲載することを検討しています。 

 

３ 41 

45 

・３R＋Renewable の「Renewable」が聞き

なれない。「天然資源を大事にする」な

どの表現は、県民が読んで理解できるよ

う工夫してほしい。 

・プラスチックは私たちの暮らしに深刻

な影響を及ぼしており、意識改革が必要

である。 

（伊藤委員） 

・３R＋Renewableは従来の３R（発生抑制、

再使用、再生利用）に加えて、原料は再

生可能な資源を利用し、新たな天然資源

の投入量を抑制しようとするものです。 

「天然資源を大事にする」の表現は、  

修正しました。 

・今後、県民向けの動画などを作成し、  

引き続き普及啓発を行っていきます。 

４ ― 初期費用ゼロで太陽光発電設備が導入で

きることは、事業者だけでなく、県民の意

識付けとしても重要である。 

（伊藤委員） 

今後、県民向けの動画などを作成し、引き

続き普及啓発を行っていきます。 

５ 37 

75 

木材が活用されないと森林整備もされな

いので、木材の活用と再エネの推進の両

立ができるとよい。  （桑波田委員） 

P37 の目標達成に向けた各主体別の取組に

おいて「◆木材の利用」を記載するととも

に、P75 の目標達成に向けた県の施策では

「◆森林整備・保全対策」を行っていくと

しており、引き続き、県産木材の利用促進

と森林整備を進めていきます。 

資料１-１ 
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〇書面での意見（近藤委員） 

No ページ 意見（概要） 事務局の考え方 

６ 60 「コンパクトなまちづくりの促進」 

コンパクトシティの考え方は賛成ですが、

都市域だけではなく、郊外との良好な関係

性を保つという点も強調できないでしょ

うか。例えば、千葉ニュータウン、ユーカ

リが丘といった首都圏縁辺部の拠点都市

域に接して良好な里地、里山、里沼があり、

住民との交流が行われています。それは地

域経済圏、カーボンニュートラル（たとえ

ば、バイオ炭づくり）、生物多様性保全、

といった活動と関連性を持ち、より良い環

境（人と自然の関係性）の構築につながっ

ていきます。         

・本県は、都市・地方部があり、それぞれ

が異なった地域特性を有しており、都

市・地方部が良好な関係を築き、温暖化

対策に取り組むことは重要だと考えて

います。 

・P60の「目標達成に向けた各主体別の取

組」では、都市部と農山漁村（地方部）

の再生可能エネルギーの活用や脱炭素

化のイメージを記載しています。 

・御意見を踏まえながら、引き続き、市町

村と連携し、都市・地方部の状況に応じ

た温暖化対策に取り組んでいきます。 

７ 71 「交通環境の整備・改善」 

自動車、鉄道中心の記述になっています

が、自転車および歩道を付け加えることは

できないでしょうか。 

最近は自転車通行帯が設置された道路が

増えていますが、十分な棲み分けはできて

いません。自動車中心社会から、あらゆる

モビリティーを尊重する社会を謳うこと

はできないでしょうか。         

・温暖化対策の観点から、交通手段を自動

車から自転車や公共交通機関に変えて

いくことは、重要だと考えています。 

・このため、県の施策としては、P71に「自

転車・公共交通機関・シェアリングの利

用促進」の項目を設け、自転車の利用な

どを促進することとしています。 

８ 74 「森林の整備・保全対策の推進」 

森林ということで樹木が対象になってい

ますが、竹について言及できないでしょう

か。 

昨今、放置農地などに竹が侵入し、荒れた

竹林の面積が増えています。斜面では崩壊

の素因にもなり、整備されないと景観も悪

くなります。一方、竹は生長が早く、バイ

オ炭にすることによりカーボンニュート

ラルにも貢献できます。実際、日本クルベ

ジ協会、北総クルベジの実践があります。

なお、竹は竹で、木でも草でもないようで

す。           

・竹林に係ることとしては、県の施策では

P74に「○農林水産業における吸収源対

策等の取組の推進」の項目を設け、バイ

オ炭などの利用を普及啓発することと

しています。 

・なお、実行計画の冊子版には、企業や団

体の優良事例等をコラムとして掲載す

ることを検討しています。 
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No ページ 意見（概要） 事務局の考え方 

９ 35 

78 

「良好な水環境の保全」 

水量減少や水質汚濁といった問題の解決

は困難であることは承知していますが、水

環境の劣化は、近代文明人としての千葉県

民の生活態度の反映でもあります。水環境

を見ながら県民の行動変容に結びつける、

といった考え方を打ち出せないでしょう

か。       

・水環境の改善も含めて、一人ひとりが地

球温暖化問題に関心を持ち、行動変容を

起こすことは重要であると考えていま

す。 

・Ｐ35 の「目標達成に向けた各主体別の

取組」の、家庭における取組では、私た

ちのライフスタイルが温室効果ガス排

出量に大きな影響を与えており、脱炭素

型ライフスタイルに転換していくこと

が必要であることを記載しています。 

・また、P78の「目標達成に向けた県の施

策」では、家庭等への普及啓発を行うと

しており、引き続き、温暖化問題の理解

と行動変容を促進していきます。 

10 85 「都市等の緑化推進」 

防災インフラとしても機能するグリーン

インフラおよび Eco-DRR という用語を明

記して、千葉県が積極的に推進することを

示してはいかがでしょうか。 

・自然環境が有する多様な機能を活用し

たグリーンインフラについては、P85の

「気候変動影響への適応の考え方」で記

載しています。 

・生態系を活用した防災・減災であるEco-

DRR の考え方を踏まえて適応を進めて

いくこととし、P85の「気候変動影響へ

の適応の考え方」に追記しました。 

 


